
廃棄物と環境を考える協議会加盟団体災害時相互応援協定 
 
（趣旨） 
第１条 この協定は、廃棄物と環境を考える協議会（以下「協議会」という。）に加盟する団体を構

成する市町村（以下「加盟団体」という。）において災害が発生し、被災した加盟団体が独自では

被災者の救済その他の応急措置を十分に実施できない場合に、加盟団体が相互に応援協力し、被災

団体への災害応援を行うことを目的として、応急措置等を迅速かつ円滑に遂行するため必要な事項

を定めるものとする。 
 
（応援の種類） 
第２条 この協定に基づき実施する応援の種類は、次のとおりとする。 

（１）応急物資及び資機材の提供 
（２）応急及び復旧に必要な職員の派遣 
（３）前２号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

 
（幹事団体） 
第３条 円滑な応援を実施するため、次のとおり加盟団体の中から代表幹事団体及び副代表幹事団体

（以下「幹事団体」という。）を定める。 
（１）代表幹事団体は、協議会の会長を務める団体とする。 
（２）副代表幹事団体は、協議会の副会長を務める団体とする。 

２ 幹事団体は、加盟団体間の連絡調整を行うため、あらかじめ連絡体系を定めるものとする。 
 
（応援の要請） 
第４条 応援を要請しようとする加盟団体（以下「応援要請団体」という。）は、次に掲げる事項を

明らかにし、電話又は電信等により応援を要請するものとする。この場合において、後日速やかに

当該事項を記載した文書を送付しなければならない。 
（１）被害の状況 
（２）第２条第１号に規定する応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量、搬入場所及

び搬入経路等 
（３）第２条第２項に規定する応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人数並びに業務内

容 
（４）前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項 

２ 前項に規定する応援の要請は、第３条第２項の連絡体系に基づいて行うものとする。 
３ 幹事団体は、第１項に規定する応援の要請があった場合は、当該要請に対して必要な事項を決定

し、関連する加盟団体に速やかに通知するものとする。 
 
（応援の実施） 
第５条 応援を要請された加盟団体（以下「応援実施団体」という。）は、可能な範囲において応援

を実施するものとする。 



（応援経費の負担） 
第６条 応援に要した経費は、応援要請団体が負担とするものとする。ただし、応援要請団体及び応

援実施団体の協議によって負担の割合を定める場合は、この限りでない。 
 
（災害補償等） 
第７条 応援に従事した職員が、その業務中又はその業務に起因して負傷、疾病又は死亡した場合に

おける当該職員又はその遺族に対する補償は、応援実施団体が負担するものとする。 
２ 応援に従事した職員が、その業務上第三者に損害を与えた場合における補償は、応援要請団体へ

の往復途中に生じたものを除き、応援要請団体が負担するものとする。 
 
（連絡担当部局） 
第８条 加盟団体は、相互の情報交換が速やかに行えるよう、あらかじめ連絡担当部局を定めるもの

とする。 
 
（情報の交換） 
第９条 加盟団体は、この協定に基づく応援が円滑に実施できるよう、地域防災計画その他の参考資

料等の災害対策に係る情報を相互に交換し、災害対策の研究に努めるものとする。 
 
（他の協定との関係） 
第１０条 この協定は、加盟団体が既に締結している災害時の相互応援に関する協定等を妨げるもの

ではない。 
 
（協議） 
第１１条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、加盟団体が

協議して定めるものとする。 
 
（協定の発効） 
第１２条 この協定は、平成２５年７月１２日から効力を発生するものとする。 
   
この協定の締結を証するため、本協定書を作成し、協定団体が記名押印のうえ、各自１通を保有す

る。 
 
 

平成２５年７月１２日 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

都道府県 № 地方公共団体名 構成市町村名 担当部署 備　　　考

茨城県 1 北茨城市 北茨城市 総務課 代表幹事

2 那須地区広域行政事務組合 那須塩原市 総務課

3 大田原市 危機管理課

4 那須町 総務課

5 南那須地区広域行政事務組合 那須鳥山市 総務課危機管理室

6 那珂川町 総務課

7 佐野地区衛生施設組合 佐野市 危機管理課

8 栃木市 危機管理課

9 岩舟町 住民生活課

1 鹿嶋市 鹿嶋市 交通防災課

2 潮来市 潮来市 総務課

3 牛久市 牛久市 危機管理室

4 新治地方広域事務組合 かすみがうら市 総務課

5 土浦市 総務課

6 石岡市 防災対策課

7 筑西広域市町村圏事務組合 筑西市 消防防災課 副代表幹事

8 桜川市 生活安全課

9 結城市 防災交通課

10 常総衛生組合 常総市 生活環境課

11 守谷市 交通防災課

12 つくばみらい市 安心安全課

13 坂東市 生活環境課

14 常陸太田市 常陸太田市 総務課

15 城里町 城里町 総務課

16 大宮地方環境整備組合 常陸大宮市 環境課

17 那珂市 環境課

18 神栖市 神栖市 防災安全課

19 高萩市 高萩市 総務課

20 茨城地方広域環境事務組合 茨城町 みどり環境課

21 水戸市 地域安全課

22 笠間市 総務課

23 小美玉市 環境課

24 東海村 東海村 政策推進課

25 さしま環境管理事務組合 境町

26 五霞町

27 古河市
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1 野田市 野田市 市民生活課

2 四街道市 四街道市 危機管理室

3 浦安市 浦安市 防災課 副代表幹事

4 鴨川市 鴨川市 消防防災課

5 流山市 流山市 防災危機管理課

6 山武郡市広域行政組合 東金市 山武郡市広域行政組合　総務課

7 九十九里町

8 大網白里市

9 山武市

10 横芝光町

11 芝山町

12 我孫子市 我孫子市 市民安全課

13 柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合 柏市 防災安全課

14 白井市 市民安全課

15 鎌ケ谷市 安全対策課

東京都 1 昭島市 昭島市 防災課

1 上野原市 上野原市 総務課

2 笛吹市 笛吹市 総務課

3 中巨摩地区広域事務組合 南アルプス市 危機管理室

4 中央市 危機管理室 副代表幹事

5 昭和町 企画財政課

6 市川三郷町

7 甲斐市 消防防災対策室

8 富士川町 防災課

9 館林衛生施設組合 館林市 安心安全課

10 板倉町 総務課

11 明和町 総務課

12 千代田町 総務課

13 大泉町 大泉町 安心安全課

14 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 藤岡市 地域安全課

15 高崎市 防災安全課

16 みなかみ町 みなかみ町 総務課

山梨県

群馬県

千葉県


